
西宮市放課後キッズルーム事業（委託型）実施要綱 

 

（目的） 

第１条 西宮市放課後キッズルーム事業（委託型）（以下｢事業」という。）は、市内の各市立

小学校区において、小学１年生から６年生までの児童を対象に、放課後の学校施設を活用す

ることで、安心・安全で自由に過ごすことのできる居場所を提供することを通して、児童の

心豊かでたくましい育ちを支援し、社会性、自主性、創造性豊かな人間性の涵養を図ること

を目的とする。 

 

（実施主体及び事業の内容） 

第２条 事業の実施主体は、西宮市（以下「市」という。）及び西宮市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）とし、児童が、自主学習、屋内外での遊び等、自由に活動できる居場

所を提供する。 

市及び教育委員会は、事業の運営を事業者に委託することとし、受託した事業者（以下「受

託業者」という。）は、事業の目的を踏まえ、円滑に事業を実施するよう努める。 

 

（対象とする児童の範囲） 

第３条 各市立小学校に通学する児童を対象とする。 

２ 市に住所を有する私立、国立小学校の児童についても、該当する通学区域の市立小学校で

実施する事業の対象とする。 

 

（実施場所） 

第４条 本事業は、以下の場所で実施する。 

（１） 学校との協議により年間を通して使用を認められた特別教室や多目的室等の屋内施設 

（２） 運動場 

２ 受託業者は、学校行事等により上記の活動場所が使用できない場合を考慮し、適時学校に

確認し調整することにより、代わりの部屋を準備する。 

３ 事業に参加する児童が、上記の活動場所以外で学校が認める場所において自由に活動す

ることは妨げない。 

 

 



（開設日及び開設時間） 

第５条 事業の開設日は、次の各号に定める日を除く日とする。 

（１） 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（２） １２月２９日から翌年１月３日までの日 

（３） 学校閉鎖日 

２ 事業の開設時間は、放課後から午後５時までとする。ただし、学校長期休業期間及び振替

休業日については午前８時３０分から午後５時までとする。 

３ 臨時休業日等の扱いについては、次の各号に定めるところによる。 

（１）気象警報発表時は別表のとおりとする。 

（２）インフルエンザ等による学級閉鎖時は、受託業者が学校の意向を確認し、市と受託業者

が協議の上、事業の実施について判断をする。 

 

（利用申込み） 

第６条 参加を希望する児童の保護者は、利用申込書（様式１）を市に提出しなければなら 

ない。また、市が指定する保険に加入する必要がある。 

２ 留守家庭児童育成センター（以下「育成センター」という。）に登録している児童につ 

いても、本事業に登録することはできるが、本事業に参加する日はあらかじめ必ず育成 

センターにその旨伝える必要がある。 

 

（利用方法） 

第７条 児童は、一旦下校することなく、事業に参加できる。 

２ １年生については、入学後学校生活に慣れるまでの間、一定期間事業に参加できない。た

だし、市が認めた場合はこの限りではない。 

３ 運動場については、事業の開設時間に関わらず、学校が定める下校時刻以降は使用でき 

ない。 

４ 長期休業期間中や振替休業日等において、児童は、弁当を持参し活動場所にて昼食を取 

ることができる。 

５ 児童は、事業に参加及び帰宅する際、受付にて名簿にチェックをする。 

６ ゲーム機その他児童による遊具の持ち込みは禁止とする。  

７ 長期休業期間中等は、市が認めた場合のみ、児童は自転車で来校し、事業に参加すること

ができる。 

 



（事業の委託方法） 

第８条 事業を委託するに当たっては、同じ学校内かつ同様の時間帯に事業を実施する育成

センターの指定管理者との一体的運用が、児童の安全確保やトラブルの円滑な処理等の視

点から望ましいため、原則として各学校における育成センターの指定管理者と委託契約を

するものとする。ただし、当該指定管理者との契約締結が見込めない場合は、プロポーザル

方式により事業者を選定する。 

 

（人員の配置） 

第９条 事業においては、受託者が児童の安心・安全な活動拠点（居場所）の確保のため、見

守りのための要員等を複数名配置し、参加児童を見守るものとする。 

２ 各学校に配置する人員は、次の各号に定めるところによる。 

（１）現場責任者 

中心的に事業に携わり、必要な人員配置の調整、事業の実施場所に関する学校との調整

など、円滑な事業実施を行う現場責任者（以下「コーディネーター」という。）を１名配

置する。 

コーディネーターは、保育士若しくは社会福祉士の資格を有する者、又は教育職員免許

状所持者（有効期間が経過していても可）とし、児童の健全育成に理解のある者とする。 

（２）スタッフ 

参加者の受付や安全確保のための見守り、声かけ、軽微な怪我の処置などを行う者（以

下「スタッフ」という。）を３名以上配置する。 

スタッフは、事業の趣旨を理解し、誠実に業務を実施できる者とする。なお、地域の人

材を活用することにより、円滑に事業が実施できるよう努める。 

３ 配置された人員は、児童の安全に配慮しながら適切な指導や助言を行い、児童の自主的な 

活動や自由な過ごし方を支援する。 

 

（推進委員会の設置） 

第１０条 本事業の推進方法等を検討する推進委員会（以下「推進委員会」という。）につい

ては、西宮市学校・家庭・地域の連携協力推進協議会がこれを兼ねる。 

２ 推進委員会は、必要に応じて会議を開き、安全管理方策や広報活動方策、活動内容等につ

いて検討する。また、事業後の検証と評価等を行う。 

３ 推進委員は、学校関係者、行政関係者、地域団体関係者、社会教育関係者、ＰＴＡ関係者、

児童福祉関係者及び学識経験者等の中から事業の実情に応じて適宜教育委員会が選定する。 



４ 推進委員会経費については、教育委員会が負担する。 

 

（改良型事業の実施） 

第１１条 総合的な放課後施策の向上を図る必要性に鑑み、事業の実施方法を育成センター

に近づけるなど、事業の改良型（以下「改良型事業」という。）を一部の学校で時限的に実

施し、第１条に掲げる目的に加え、効果的な育成センターの待機児童対策に寄与することを

目指す。 

 

（改良型事業への準用） 

第１２条 第１条から第１０条までの規定は、改良型事業について準用する。この場合におい

て、第５条第２項中「午前８時３０分」とあるのは「午前８時」と読み替える。 

 

付則 

この要綱は、令和元年 ６月 １日から実施する。 

この要綱は、令和元年１２月２０日から実施する。 

この要綱は、令和３年 ２月 １日から実施する。 

この要綱は、令和４年 ２月 １日から実施する。 

この要綱は、令和４年 ７月 １日から実施する。 
 

  



別表（第５条関係） 

気象警報発表時（西宮市に暴風警報、大雨警報の両方もしくはいずれか一方が発表された場

合）の扱い 

小学校が授業

を行う日（学校

行事を含む） 

午前７時現在警報が発表されていたが、

午前９時までに解除された場合 

通常通り事業を実施する。 

午前７時現在警報が発表されており、午

前９時までに解除されなかった場合 

午後１時までに警報が解除さ

れた場合は事業を実施する

が、解除されなかった場合は

中止する。 

授業時間中に警報が発表された場合 事業は中止する。 

長期休業期間

中 

午前７時までに警報が解除された場合 事業を午前８時３０分（改良

型事業については午前８時）

から実施する。 

正午までに警報が解除された場合 事業を午後１時から実施す

る。 

正午までに警報が解除されなかった場合 事業は中止する。 

事業実施中 事業実施中に警報が発表された場合は、事業を中止する。暴風雨の状況等

により、児童を待機もしくは帰宅させる。 

備考 

１ 暴風、大雨以外の警報（洪水、高潮等）が発表された場合、登校については、各学校長

が児童の安全を考慮して判断することになっている。長期休業期間中も含め、受託業者が

市と協議の上、事業を実施し又は中止する。 

２ 午前７時現在特別警報が発表されている場合は、事業は中止する。また、授業時間中や

事業実施中に特別警報が発表された場合は、暴風警報、大雨警報が発表された場合と同様

とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



（様式１） 
 

年 組

〒

　＊個人情報の取扱いについては、西宮市個人情報保護条例に基づき適正に管理を行い、当事業の

　　運営以外の目的で利用することはありません。

　＊この利用申込書は、毎年提出していただく必要があります。

同じ小学校に通う
兄弟・姉妹につい

て

　名前（　　　　　　　　　）　　学年・組（　　　年　　　組）

　名前（　　　　　　　　　）　　学年・組（　　　年　　　組）

　名前（　　　　　　　　　）　　学年・組（　　　年　　　組）

　＊その他、特記事項があればご記入ください。

（　　　）　　　－ 自宅・携帯

（　　　）　　　－ 自宅・携帯

（　　　）　　　－ 自宅・携帯

（　　　）　　　－ 自宅・携帯

住　所

留守家庭児童育成センターを利用していますか？　　はい ・ いいえ

※利用されている場合は、児童の安全管理のため、本事業への登録について育成センターにお知らせいたします。

 ※４月以降に利用しなくなる場合は、「いいえ」を選択してください。

緊急時に使用しますので、保護者の勤め先や親族の方など連絡可能な方の連絡先をできるだけ記入してください。

名前 ふりがな 続柄 電話番号 電話の種類

生年
月日

　　　　　年　　　月　　　日

申
請
者

ふりがな

電話
番号

 自宅：（　　　　）　　　－
 携帯：（　　　　）　　　－保護者

名　前

年度　西宮市放課後キッズルーム利用申込書

　年　　月　　日　

　　　　「ご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みいただき、チェックを入
　　　　れてください。
　　　　チェックが抜けている場合は申込みできません。

 　□　注意事項を了承のうえ申込みます。

児
童

ふりがな 学年・組

名　前


